
第

千

九

百

九

十

三

号

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
球
環
境
課)

六
九
六
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
林
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

治

山

課)

六
九
九

○
岐
阜
県
白
山
ス
ー
パ
ー
林
道
整
備
事
業
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

六
九
九

告

示

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(
砂

防

課)

六
九
九

○
都
市
計
画
の
変
更

(
都
市
政
策
課)

七
〇
〇

○
保
安
林
の
指
定

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
〇
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)
七
〇
一

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)
七
〇
二

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

七
〇
三

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

七
〇
三

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

七
〇
四

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

七
〇
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
〇
六

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

治

山

課)

七
〇
七
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日



規

則

６
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

５
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

６
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

５
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

許
可
年
月
日

猟
銃
・
空
気
銃

所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

号 号 号 号

年
月

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

号 日 号

６
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

５
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

６
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

５
空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

許
可
年
月
日

猟
銃
・
空
気
銃

所
持
許
可
証
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

銃
砲
所
持
許

可
の
番
号

号 号 号 号

年
月

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

許
可

年
月
日

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第

四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中｢

第
一
条
各
号｣

を｢

第
二
条
各
号｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
十
二
号
様
式
表
面
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
注
第
二
号
を
削
り
、
同
様
式
注
第
三
号
中｢当

該
許
可
｣

を｢当
該

｣

診
断
書
又
は
当
該
許
可
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
第
四
号
を
同
様
式
注

第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
第
五
号
を
同
様
式
注
第
四
号
と
す
る
。

｢

別
記
第
十
三
号
様
式
表
面
中

｢を

｣
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鳥
獣
捕
獲
員
と
し
て

す
る
市
町
村
名

象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
場
合
は
□
に
レ
印
を
付
し
､
か
つ
､
対
象
鳥

称
を
記
載
す
る
こ
と
｡)

日
か
ら
年

月
日
ま
で

あ
る
場
合
に
は
｢あ
る
｣
と
記
入
し
､

日�
銃
砲
所
持
許
可
の
番
号
及
び
許
可
年
月
日
(第
１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
場

免
許
の
効
力

停
止
の
有
無

�
狩
猟
免
許
の
効
力
の
停
止
の
有
無
(な
い
場
合
に
は
｢な
い
｣
と
､

か
つ
､
あ
る
場
合
に
は
､
そ
の
停
止
の
期
間
を
記
載
す
る
こ
と
｡)

※
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
か
否
か
の
別

※
損

害
の

賠
償

※
損

害
の

賠
償

□
対
象
鳥
獣
捕
獲
員

□
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
い

�
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
か
否
か
の
別
(対

獣
捕
獲
員
と
し
て
所
属
し
て
い
る
市
町
村
の
名

停
止
の
期
間

年
月

対
象
所
属

種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
場
合
)

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

と
､
あ
る
場
合
に
は
｢あ
る
｣
と
記
入
し
､

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

合
) �
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
67条
の
要
件
に
関
す
る
事
項

第
２
種
銃

猟
免
許

第
１
種
銃

猟
免
許

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

散
弾
銃

ラ
イ
フ
ル
銃�

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
２
種
銃

猟
免
許

第
１
種
銃

猟
免
許

�
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
番
号
及
び
許
可
年
月
日
(第
１

免
許
の
効
力

停
止
の
有
無

�
狩
猟
免
許
の
効
力
の
停
止
の
有
無
(な
い
場
合
に
は
｢な
い
｣

か
つ
､
あ
る
場
合
に
は
､
そ
の
停
止
の
期
間
を
記
載
す
る
こ
と
｡)

銃
砲
所
持
許
可
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
の
番
号

銃
砲
所
持
許
可
の
番
号

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡
)

散
弾
銃

ラ
イ
フ
ル
銃�

職
業
分
類

号 号 号 号

停
止
の
期
間

猟
銃
・
空
気
銃

所
持
許
可
証
番
号

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日

年

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
注
第
二
号
を
削
り
、
同
様
式
注
第
三
号
中｢当

該
許
可
｣

を｢当
該

｣

診
断
書
又
は
当
該
許
可
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
注
第
二
号
と
し
、
同
様
式
注
第
四
号
を
同
様
式
注

第
三
号
と
し
、
同
様
式
注
第
五
号
を
同
様
式
注
第
四
号
と
す
る
。

｢

別
記
第
十
四
号
様
式
表
面
中

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

｣

｢

｢を

｣

｢

に
、
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号 号 号 号 猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
場
合
)

第
67条
の
要
件
に
関
す
る
事
項

号

号 号 号 号

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日

許
可
年
月
日 年

月
日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

第
２
種
銃

猟
免
許

第
１
種
銃

猟
免
許

�
銃
砲
所
持
許
可
の
番
号
及
び
許
可
年
月
日
(第
１
種
銃

�
職
業
分
類

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す

る
も
の
を
含
む
｡)

散
弾
銃

ラ
イ
フ
ル
銃

第
２
種
銃

猟
免
許

第
１
種
銃

猟
免
許

�
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許

銃
砲
所
持
許
可
の
番

銃
砲
所
持
許
可
の
番

銃
砲
所
持
許
可
の
番

銃
砲
所
持
許
可
の
番

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を

る
も
の
を
含
む
｡)

空
気
銃

(圧
縮
ガ
ス
を

る
も
の
を
含
む
｡)

散
弾
銃

ラ
イ
フ
ル
銃

の
で
下
記
の
と
お
り

行
っ
た
者
が
当
該
者

者
が
対
象
鳥
獣
補

す
｡ 使
用
す

使
用
す

可
証
番
号
及
び
許
可
年
月
日
(第
１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
場
合
)

猟
銃
・
空
気
銃

所
持
許
可
証
番
号

害
の
賠
償
に
係
る
要
件
を
変
更
し
た
の
で
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
｡

□
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
と
な
っ
た
又
は
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
く
な
っ
た

届
け
出
ま
す
｡
(対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
い
者
と
し
て
狩
猟
者
登
録
を

の
狩
猟
者
登
録
期
間
中
に
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該

獲
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
限
る
｡)

害
の
賠
償
に
係
る
要
件
を
変
更
し
た
の
で
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま

許
可
年
月
日

年
月

日
｣

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式
注
第
三
号
中｢�

｣

を｢�
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
第
四
号

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
第
五
号
を
同
様
式
注
第
四
号
と
し
、
同
様
式
注
第
六
号
を
同
様
式
注
第
五
号
と
し
、

同
様
式
注
第
七
号
を
同
様
式
注
第
六
号
と
す
る
。

｢

別
記
様
式
第
十
五
号
様
式
裏
面
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
様

｣

式
注
第
四
号
を
削
り
、
同
様
式
注
第
五
号
を
同
様
式
注
第
四
号
と
し
、
同
様
式
注
第
六
号
を
同
様
式
注

第
五
号
と
す
る
。

｢

別
記
第
十
六
号
様
式
中｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
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八

坂

区

域

名

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

郡
上
市
美
並
町
上
田

字
愛
宕
山

二
三
二
七
番
一

一
号

二
三
二
五
番

二
号
及
び
三
号

二
三
二
一
番

四
号

二
三
一
八
番
一

五
号

字
宮
ノ
洞

一
九
四
三
番

六
号
及
び
七
号

一
九
一
六
番

八
号

字
一
谷

一
八
六
八
番

九
号

一
八
六
一
番

十
号

一
八
五
四
番
一

十
一
号

一
八
五
〇
番

十
二
号
及
び
十
七
号

一
八
一
五
番

十
三
号

一
八
〇
一
番
三

十
四
号

区

域

い
。

岐
阜
県
林
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号

岐
阜
県
林
業
経
営
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
経
営
資
金
貸
付
規
則(
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
森
林
公
社｣
の
下
に｢(

昭
和
四
十
一
年
十
一
月
一
日
に
社
団
法
人

岐
阜
県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
、｢

社
団
法
人
木
曽
三
川
水
源
造

成
公
社｣

の
下
に｢(

昭
和
四
十
四
年
一
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
木
曽
三
川
水
源
造
成
公
社
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
二
条
中｢

農
林
漁
業
金
融
公
庫｣

を｢

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
白
山
ス
ー
パ
ー
林
道
整
備
事
業
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号

岐
阜
県
白
山
ス
ー
パ
ー
林
道
整
備
事
業
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
白
山
ス
ー
パ
ー
林
道
整
備
事
業
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
森
林
公
社(｣

の
下
に｢

昭
和
四
十
一
年
十
一
月
一
日
に
社
団
法
人

岐
阜
県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢農
林
漁
業
金
融
公
庫
借
入
金
｣

を｢株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
借
入
金
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
二
号
様
式
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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小
瀬
子
２

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

郡
上
市
八
幡
町
瀬
取

字
坂
下

三
〇
九
番
一

一
号

字
樋
ケ
洞

一
三
四
九
番

二
号

一
三
五
六
番
二

三
号

字
狐
サ
コ

一
四
〇
七
番
一

四
号
及
び
五
号

一
四
一
七
番

六
号
、
七
号
及
び
八
号

一
四
一
六
番

九
号
及
び
十
号

一
四
一
九
番
一

十
一
号
、
十
二
号
及
び
十
三
号

一
四
二
〇
番
一

十
四
号

字
前
ヒ
ラ

一
四
五
三
番
一

十
五
号
か
ら
十
九
号
ま
で

一
四
五
三
番
二

二
十
号

字
ダ
シ

七
六
番
一

二
十
一
号

九
〇
番
一

二
十
二
号

字
美
左
廻
津

一
〇
一
番
三

二
十
三
号

字
宮
廻
り

二
九
二
番
二

二
十
四
号

一
八
一
一
番

十
五
号

一
八
一
四
番
一

十
六
号

一
八
五
五
番
一

十
八
号

一
八
六
〇
番
一

十
九
号

一
九
〇
四
番
一

二
十
号

字
藤
ノ
木

一
九
五
三
番
一

二
十
一
号

字
愛
宕
下

二
〇
五
二
番
一

二
十
二
号

二
〇
五
八
番
一

二
十
三
号

字
長
塚

二
一
五
二
番

二
十
四
号

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
郡
上
土
木
事
務
所
及
び

郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
道
路

３
・
５
・
２
号

石
浦
下
切
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
高
山
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
河
岐
字
梅
ヶ
洞
一
〇
八
三
、
一
〇
八
四
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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美
濃
加
茂
市
古
田
は
じ
め
後
援
会

松
原
秀
安
を
育
て
る
会

堀
み
つ
あ
き
後
援
会

杉
山
も
と
の
り
後
援
会

後
藤
康
司
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

川
合
良
樹

藤
井
俊
之

堀
光
明

杉
山
隆
司

水
野
義
久

代
表

者

の
氏

名

平
田
純
一

藤
井
俊
之

堀
光
明

兼
松
良
行

後
藤
和
恭

会
計
責
任
者

の
氏

名

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
１
―
１
―
20

羽
島
郡
岐
南
町
石
原
瀬
２
―
33

恵
那
市
串
原
2292―

１

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
３
―
29

恵
那
市
山
岡
町
田
沢
3332―

１

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
及
び
白
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
字
野
々
尻
二
六
五
六
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
及
び
東
白
川
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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自
由
民
主
党
本
巣
郡

支
部

自
由
民
主
党
坂
祝
町

支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

連
同
和
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

宅
建
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師

会
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

歯
科
技
工
士
会
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

岐
構
建
支
部

政
治
団
体
の
名
称

吉
里
森
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

本
巣
市
三
橋
344―

１

上
谷

政
明

加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
586

―
１

永
松

英
三

岐
阜
市
古
市
場
85―
２

岐
阜
市
市
ノ
坪
町
４
―
19

山
口

美
孝

岐
阜
市
末
広
町
78―
５

山
田

敏
雄

大
垣
市
荒
尾
玉
池
２
―
57

関
市
倉
知
南
１ 新 舘

良
男

本
巣
郡
北
方
町
平
成
７
―

53 戸
部

一
秋

加
茂
郡
坂
祝
町
深
萱
836

森
良

三

岐
阜
市
司
町
１

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11―

１ 山
本

武
久

岐
阜
市
島
栄
町
３
―
22

藤
井

成
幸

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11―

１ 関
市
倉
知
2768―

２

旧

近
藤
和
吉
海
津
市
海
津
町
松
木
733

政
治
結
社
國
翔
塾

新
政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

清
風
会

岐
阜
県
不
動
産
政
治

連
盟

岐
阜
県
ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
政
治
連
盟

岐
阜
県
商
工
政
治
連

盟 岐
阜
県
歯
科
技
工
士

連
盟

岐
阜
県
医
師
連
盟
羽

島
市
支
部

可
児
市
金
子
会

市
川
ま
さ
と
し
後
援

会 民
主
党
岐
阜
県
参
議

院
選
挙
区
第
１
総
支

部

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者�

木
貴

行

養
老
郡
養
老
町
三
神
町
86

2―
２

坂
田

祥
介

吉
本

尚
次

政
治
結
社
國
翔
塾

中
山

義
章

山
口

美
孝

岐
阜
市
市
ノ
坪
町
４
―
19

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳

積
1529―

６

宇
野

實
雄

若
林

一

大
垣
市
荒
尾
玉
池
２
―
57

田
中

吉
政

不
破

洋

可
児
市
広
見
１
―
17

香
田

明
敏

香
田

明
敏

恵
那
市
大
井
町
271―

82

三
輪

清

小
原

隆
浩

不
破
郡
関
ヶ
原
町
大
字
関

ヶ
原
637―

13

吉
本

美
紀

坂
田

加
津
代

政
治
結
社
神
国
皇
翔
塾

平
田

京
子

山
本

武
久

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11―

１ 加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
35

1 青
木

良
祐

渡
辺

猛
之

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11―

１ 不
破

洋

岩
佐

充
矩

可
児
市
下
恵
土
2987

佐
藤

賢
時

掛
布

幸
治

恵
那
市
大
井
町
271―

39

平
田

京
子

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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養
老
の
未
来
を
考
え
る
会

山
田
正
和
を
育
て
る
会

佐
藤
ゆ
か
り
経
営
研
究
会

後
藤
し
げ
ひ
ろ
後
援
会

岐
阜
県
老
人
福
祉
推
進
連
盟

太
田
忠
義
後
援
会

市
原
良
英
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

松
原
た
け
の
り
後
援

会 平
田
け
ん
じ
後
援
会

橋
本
べ
ん
(勉
)
政

経
研
究
会

名
古
屋
市
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
南
支
部

名
古
屋
市
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
県
支
部

連
合
会

中
津
川
市
古
屋
け
い

じ
後
援
会

柘
植
弘
成
後
援
会

�
木
貴
行
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

名
称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
６
―

107

居
上

顕
一

橋
本
べ
ん
(勉
)
政
経
研

究
会

羽
島
郡
笠
松
町
上
本
町
24

岐
阜
市
千
石
町
１
―
16

中
津
川
市
津
島
町
１
―
25

土
屋

倖
彦

多
治
見
市
滝
呂
町
17―
60

―
１桑
原
高
雄

加
藤
久
典

恩
田
博
宣

後
藤
俊
雄

吉
田
三
郎

藤
田
勝
利

五
十
川
勝
雄

代
表

者

の
氏

名

安
立
伊
佐
武

佐
藤
吉
弘

恩
田
博
宣

後
藤

満

渡
邊
浩
章

太
田
吉
治

市
原
正
明

会
計
責
任
者

の
氏

名

羽
島
郡
岐
南
町
薬
師
寺
５
―

23 平
田

京
子

｢橋
本
べ
ん
｣
政
経
研
究

会 岐
阜
市
六
条
南
２
―
11

岐
阜
市
六
条
南
２
―
11

中
津
川
市
太
田
町
１
―
１
―

28 丸
山

和
範

多
治
見
市
市
之
倉
町
11―

75

養
老
郡
養
老
町
押
越
679―

２

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
309―

１

岐
阜
市
大
宮
町
２
―
12―
１

恵
那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
48―
２

岐
阜
市
下
奈
良
２
―
２
―
１

郡
上
市
八
幡
町
大
正
町
1547―

３

美
濃
市
蕨
生
722

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
20年

５
月
22日

平
成
20年

９
月
25日

平
成
20年

９
月
１
日

平
成
20年

９
月
30日

平
成
20年

９
月
８
日

平
成
19年

12月
31日

平
成
20年

４
月
18日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

備
考

政
治
結
社
國
翔
塾
は
､
主
た
る
活
動
区
域
の
異
動
に
よ
り
総
務
大
臣
届
出
に
変
更
｡

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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松
原
武
徳

橋
本

勉

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

�
木
貴
行

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

松
原
た
け
の
り

後
援
会

橋
本
べ
ん
(勉
)

政
経
研
究
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

岐
阜
県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
称

異
動
事
項

�
木
貴
行
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣

６
―
107

橋
本
べ
ん
(勉
)
政

経
研
究
会 新 多
治
見
市
滝
呂
町

17―
60―
１

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

羽
島
郡
岐
南
町
薬
師

寺
５
―
23

｢橋
本
べ
ん
｣
政
経

研
究
会

旧 �
木
貴
行

代
表
者
の

氏
名

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
岐
阜
市
坂
井
町
・
福
住
町
・
花
園
町
・
新
栄
町
・
西
問
屋
町
の
全
部
、
長
住
町
・
問
屋
町
・

橋
本
町
の
一
部(

駅
北
Ⅱ
第
７
調
査
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市(

坂
井
町
・
福
住
町
・
花
園
町
・
新
栄
町
・
西
問
屋
町
の
全
部
、
長
住
町
・
問
屋

町
・
橋
本
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
岐
阜
市(

坂
井
町
・
福
住
町
・
花
園
町
・
新
栄
町
・
西
問
屋
町
の
全
部
、
長
住
町
・
問
屋

町
・
橋
本
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
岐
阜
市
木
ノ
本
町
・
室
津
町
・
日
ノ
本
町
の
全
部
、
昭
和
町
・
寺
島
町
・
大
宝
町
・
都
通
・

真
砂
町
・
光
明
町
・
長
住
町
の
一
部(

駅
北
Ⅱ
第
６
調
査
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間
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平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市(

木
ノ
本
町
・
室
津
町
・
日
ノ
本
町
の
全
部
、
昭
和
町
・
寺
島
町
・
大
宝
町
・
都

通
・
真
砂
町
・
光
明
町
・
長
住
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
岐
阜
市(
木
ノ
本
町
・
室
津
町
・
日
ノ
本
町
の
全
部
、
昭
和
町
・
寺
島
町
・
大
宝
町
・
都

通
・
真
砂
町
・
光
明
町
・
長
住
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
本
巣
市
大
字
山
口
、
木
知
原
の
一
部(

ス
ボ
ミ
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
山
口
、
木
知
原
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
山
口
、
木
知
原
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
明
世
町
大
字
戸
狩
及
び
山
野
内
の
一
部(

戸
狩
半
原(

明
世))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

明
世
町
大
字
戸
狩
及
び
山
野
内
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

明
世
町
大
字
戸
狩
及
び
山
野
内
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
の
一
部(

黒
野
東
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
黒
野
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
黒
野
の
一
部)

の
地
籍
簿
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五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
下
呂
市
小
坂
町
長
瀬
の
一
部(

長
瀬
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
下
呂
市(

小
坂
町
長
瀬
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
下
呂
市(

小
坂
町
長
瀬
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
恵
那
市
上
矢
作
町
字
木
地
山
・
室
沢
・
磯
沢
・
上
平
・
ヤ
ゲ
・
中
畛
・
ハ
ネ
の
一
部(

小

笹
原(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
恵
那
市(

上
矢
作
町
字
木
地
山
・
室
沢
・
磯
沢
・
上
平
・
ヤ
ゲ
・
中
畛
・
ハ
ネ
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
恵
那
市(

上
矢
作
町
字
木
地
山
・
室
沢
・
磯
沢
・
上
平
・
ヤ
ゲ
・
中
畛
・
ハ
ネ
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

帷
子
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

齋

藤

武

美

可
児
市
菅
刈

一
一
〇
二
番
地
一

平
成
��･�･��
同

宮

嶋

博

美

同

五
四
一
番
地

平
成
��･��･�
同

日
比
野

惠

勇

可
児
市
広
見

一
一
三
八
番
地
二
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○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
第
千
九
百
二
十
四
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
一
号)

百
三
十
四
頁
下
段
後
か
ら
六
行
目
中｢

・
字
外
ヶ
洞｣

は｢

、
字
外

ヶ
洞｣

の
、
百
三
十
五
頁
上
段
前
か
ら
七
行
目
中｢｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類

を｣

は
、｢｢

次
の
図｣
及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を｣

の
誤
り
。

平成20年10月24日 岐 阜 県 公 報 第１９９３号( 707 )



第１９９３号 岐 阜 県 公 報 平成20年10月24日 ( 708 )

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


